令和８年度緑化木保全対策事業委託業務
企画提案仕様書

１　業務名称
令和８年度緑化木保全対策事業委託業務（以下「本業務」という。）

２　業務期間
契約締結日から令和９年３月19日までとする。

３　業務の目的
県内各地の沿道、公園や公共施設等において植栽されているデイゴは、沖縄の貴重な文化・観光資源であるが、害虫デイゴヒメコバチによる被害を受けており、各管理者においては継続的な保全対策が実施されている。本業務では、より効果的なデイゴの保全対策と開花を促進する管理手法を確立するため、以下２点の業務を目的とする。第１に、デイゴの被害状況と開花状況を継続的に調査し、従来の保全対策の効果を検証することである。第２に、デイゴの開花を促す要因を詳細に分析し、その知見に基づき、より効果的な保全対策と適切な管理手法を提案することである。

４　業務の対象地域
　　沖縄県内

５　業務内容
　　本業務の基本的な内容は、以下のとおりとする。
ただし、各業務の具体的内容については、応募により採用される企画提案の内容に基づき決定するものとする。

（１）業務概要
　　①　保全対策の効果検証
・病害虫被害状況調査（虫こぶ量、着葉量など）
　　　・開花状況調査
②　開花要因の検討
　　　・生育状況調査
　　　・植栽環境調査
　　③　その他当該業務の目的達成に必要な取組

（２）業務内容の詳細
①　保全対策の効果検証
令和４～７年度までの各調査地点における県内デイゴの病害虫被害状況と開花状況を調査する。病害虫被害の調査時期は通年の被害状況の推移が把握できるよう設定する。開花調査の時期はデイゴの開花時期を逸しないよう設定する。そのほか、保全対策の効果を検証するために必要となる調査項目について検討を行うとともに、必要に応じて、管理者や専門家等からヒアリングを行う。これら調査結果から、各管理者が実施できるより効果的な保全対策についても検討する。

②　開花要因の検討
令和４～７年度までの各調査地点の中から調査対象を絞り生育状況や植栽環境を調査する。そのほか、開花要因を検討するために必要となる調査項目について検討を行うとともに、必要に応じて、管理者や専門家等からヒアリングを行う。これら調査結果から、各管理者が実施できる開花を促進する管理手法について検討を行う。

　　③　その他当該業務の目的達成に必要な取組
その他、当該業務の目的を効率的・効果的に達成するために必要と思われる取組を行う。

６　委託業務実施計画書の提出
受託者は、委託契約締結後14日以内に「委託業務実施計画書」を提出し、発注者の承認を得るものとする。

７　成果品
成果品として、別紙様式により、上記「５　業務内容」の内容を取りまとめた報告書を２部作成し、提出すること。
※ 通常の装丁を行うこと。電子データはＤＶＤメディア等の電子媒体に保存する。

８　著作権等
受託者は、誠実を旨として業務にあたらなければならない。また、成果品の著作権及び所有権は発注者に帰属する。
ただし、本委託業務に当たり、第三者の著作権等その他の権利に抵触するものについては、受託者の責任と費用をもって処理する。

９　委託業務の経理
本委託業務は、業務完了時に契約額の範囲内で業務実施に要した経費を精算するものであるため、以下の点に留意して経理を行うこと。
（１）委託業務が完了した際には、委託業務収支報告書を提出すること。
（２）委託料の支払いについては、委託業務に係る経費の支出額、支出先、支出目的を明らかにする証拠書類（領収書など）を発注者が検査し、精算額として確定させた上で支払うものであること。
（３）委託業務に係る経費については、会計帳簿を備え、他の業務と明確に区分して記載するとともに、常に状況を明らかにしておくこと。
（４）委託業務に係る支出の証拠書類及び会計帳簿は、委託業務が完了した年度の属する翌年度から５年間、いつでも閲覧に供せるよう整理保管しておくこと。
（５）委託料の支払いについては、精算払を原則とし、必要に応じて概算払に応じるものであること。ただし、概算払を希望する場合は、年間の事業計画に即して概算払請求書（任意様式）を作成し、契約締結までに県に提示すること。
（６）委託業務の実施に当たって、財産の取得は認めない。

10　再委託の制限
（１）一括再委託の禁止
契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。また、以下の契約の主たる部分に当たる業務については、その履行を第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。
ただし、これにより難い特別な事情があるものとして、あらかじめ県が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることがある。
①　契約金額の50％を超える業務
②　企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統括的かつ根幹的な業務
③　契約の相手方を選定した理由と不可分の関係にある業務

（２）再委託の範囲及び承認
契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により県の承認を得ることを原則とする。
ただし、以下に定める業務を第三者に委任し、又は請け負わせるときはこの限りではない。
①　資料の収集・整理
②　複写・印刷・製本
③　原稿・データの入力及び集計
④　国、他の地方公共団体、その他の公共団体又は独立行政法人等に再委託を行う場合
⑤　その他アンケート配布業務等、単純作業的な業務であって、容易かつ簡易なもの

11　一般管理費の取扱い
一般管理費は、当該業務を行うために必要なものであって、当該業務に要した経費としての特定・抽出が難しいものについて認められる経費であり、原則、次の計算式により算出する。

（直接人権費＋直接経費－再委託費）×10／100以内

12　消費税の取扱い
契約期間中途において、消費税等の率が改正された場合は、発注者及び受注者で協議の上、改正後の税率により定めるものとする。
消費税額は、次の計算式により算出する。

  （直接人件費＋直接経費（再委託費を含む）＋一般管理費）×消費税率

13　その他
（１）本契約の履行に当たり、業務に関する県所有の資料については、その必要に応じ受託者に貸与又は閲覧可能である。
（２）本仕様書に明記されていない事項で、当然具備されなければならない事項は、これを省略してはならない。
（３）その他業務実施に当たり、疑義が生じた場合は、発注者及び受注者で協議の上、決定する。
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